
[ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充〈贈与税〉

住宅取得環境が悪化する中、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10%引上げ後の反動滅等に対応する観点から、住宅取
得等資金に係る贈与税の非課税措置等を延長・拡充し、住宅取得に係る負担の軽減及び住宅投資の喚起を図る。

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を平成例年6月初日まで査長するとともに、 以下のとおり銘充。
(1 )非課税限度額を以下のとおり拡充。

契約年
澗費税*1096が適用される方 左包以外の方〈※1)

貨の高い住宅 左毘以外の住宅(-.)

平成26年〈現行}

平成27年

平成28年 1月-28年9月

平成28年10月-29年9月 3.0∞万円 2.500万円

平成29年10月-30年9月 1.5∞万円 1.∞0万円

平成30年10月-31年6月 1.2∞万円 700万円

{滋1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中盲住宅を取得した方.
{※2)東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は以下のとおり.

貨の高い住宅 左毘以外の住宅〈ー般}

1.000万円 500万円

1，500万円 1，000万円

1.200万円 700万円

1.200万円 7ω万円

1，000万円 500万円

800万円 300万円

・平成28年10月-29年9周に契約を行い、かつ消費税率10%が適用される方:貨の商い住宅;3，∞0万円、左記以外の住宅(一般);2.5∞万円
・その他の期間に契約を行う方:質の商い住宅;1.5∞万円、左記以外の住宅(一般);1.0∞万円
また、床面積の上限要件(240M')Iま引き続き課さない.

{※3)平成28年9月以前に「左記以外の方」欄の非標説限度額の適用を受けた方は、再度『消費説率10%が適用される方』欄の非際税限度額の適用を受けるζとが可能.

(2)r質の高い住宅』の範囲を以下のとおり拡充。(下線部が変更点)
(現行)

:①省エネルギー性の商い住宅(省エネルギー対策等級4)
j②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物) '

;のいずれかの性能を満たす住宅 ; 

(3)本措置の適用対象となるリフォーム工事の範囲を拡充。

{拡充後)

①省エネルギー性の商い住宅(断絶筆性能情盤4叉Iま一波エネルギー消費量纏鍾4)

②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壇等防止)2以よ又は免震建築物}
③パIJアフリー性の商い住宅{高齢者筈E虚対筆書鍾3以上)

のいずれかの性能を満たす住宅

(現行の太規模増改築、耐震リフォーム等に加え、省エネ、バリアフリー、給排水管等のリフォームを追加)

2.親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置について、適用期限を平成31年6月30日まで延長。


